
  

手数料表  

  

サービスの種類及び内容  手数料の額及び負担者  

求人受理時の事務費用  無料  

求人受理後、求人者に求職者を紹介する 

サービス  

【職業紹介サービス】  

  

  

  

   

入社後の自己都合退職に伴う返戻金制度  

成功報酬  

当該求職者の初年度年収の３５％  

（または 別途基本契約書に定める金額）  

  

手数料負担は 求人者 とします。  

  

   

返戻金制度  

採用決定者が入社後３ヶ月以内に、本人の都合による退職又

は本人の責に基づく解雇により、雇用契約が終了した場合、

受領した紹介手数料から次に定める金額を返還する。  

（または 別途基本契約書に定める金額）  

  

（１） 入社後１ヶ月未満に雇用契約が終了した場合 ８０％  

（２） 入社後１ヶ月以上２ヶ月未満に雇用契約が終了した場

合 ５０％  

（３） 入社後２ヶ月以上３ヶ月未満に雇用契約が終了した場

合 ３０％  

  

手数料負担者は 弊社 とします。  

上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。  

  

  

許可番号       23-ユ-300006                             

          

  事業所の名称    株式会社トヨタエンタプライズ                          

          事業所の所在地  愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-10 名古屋クロスコートタワー5Ｆ    



  

手数料表  

  

サービスの種類及び内容  手数料の額及び負担者  

求人受理時の事務費用  無料  

求人受理後、求人者に求職者を紹介する 

サービス  

【職業紹介サービス】  

  

  

  

   

入社後の自己都合退職に伴う返戻金制度  

成功報酬  

当該求職者の初年度年収の３５％  

（または 別途基本契約書に定める金額）  

  

手数料負担は 求人者 とします。  

  

   

返戻金制度  

採用決定者が入社後３ヶ月以内に、本人の都合による退職又

は本人の責に基づく解雇により、雇用契約が終了した場合、

受領した紹介手数料から次に定める金額を返還する。  

（または 別途基本契約書に定める金額）  

  

（１） 入社後１ヶ月未満に雇用契約が終了した場合 ８０％  

（２） 入社後１ヶ月以上２ヶ月未満に雇用契約が終了した場

合 ５０％  

（３） 入社後２ヶ月以上３ヶ月未満に雇用契約が終了した場

合 ３０％  

  

手数料負担者は 弊社 とします。  

上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。  

  

  

許可番号       23-ユ-300006                             

          

事業所の名称    株式会社トヨタエンタプライズ 東京支店                         

事業所の所在地  東京都千代田区九段南二丁目３番１８号 トヨタ自動車(株)九段ビル２階、３階    


